
本年度の全国総会は有馬温泉で開催されま

す。 講演は本紙 「サウナあれこれ」 書籍化記

念講演として、 “歩く温浴事典” の異名をもつ

本協会サウナ･スパ管理士講師の中山眞喜男

氏。 ご存じのように有馬温泉は今話題の炭酸

泉で有名です。 本場のお湯と温浴知識の強化、

また賛助会員の展示会など、 中身の濃い総会

を予定しております。 ふるってご参加ください。

■日時　平成 20 年 6 月 4 日 ( 木 )

■場所　有馬グランドホテル

神戸市北区有馬町 1304-1

　☎ 078-904-0181

■日程　13:00 ～ 受付／ 14:00 ～ 15:00 通常総会／

15:00 ～ 16:00 展示会見学／ 16:20 ～ 17:00 講演会

／ 18:30 ～ 20:30 懇親会

　※翌日は観光 ・ ゴルフコンペな

どを計画しています

平成20年度予算総会
( 社 ) 日本サウナ･スパ協会は 3 月 11 日、「日比谷松本楼」（東
京）にて平成 20 年度予算総会を開催した。出席・委任計
95 名は定款第 24 条規定により定数を満たしたため、若林
幹夫事務局長が総会の有効成立を宣言。満場一致で議長に
中野憲一会長を選出、議事録作成者に中野善治朗氏、議事
録署名人に佐藤有宏氏ならびに岡﨑治樹氏を指名し、以下
の議事審議に入った。

▼第 1 号議案　任期満了に伴う役員改選の件
理事・監事・評議員について、各選任までの経緯を
米田行孝専務理事が説明、満場一致で承認された。
▼第 2 号議案　平成 20 年度事業計画案の件
▽組織強化部会（部会長・林浩美）　新規会員拡大

に取り組むとともに組織の充実を図る／支部活動の

奨励・支援／社員研修用共通入浴券の有効活用

▽経営研修部会（部会長・洪里勝信）　第 17 回全国

オーナー・幹部研修会の実施／温浴事業経営の研究

研修会の実施

▽教育研修部会（部会長・中村惠一）　サウナ･スパ

健康士、サウナ・スパ管理士養成研修の実施／中山

眞喜男氏著「サウナあれこれ」の書籍発行／従業員

教育のための教材の開発・推奨

▽法規対策部会（部会長・森信仁）　自主管理基準

の周知徹底、優良店の認定／公益法人新制度へのス

ムーズな移行準備／国民生活金融公庫融資制度の周

知・有効活用／要望継続（特殊公衆浴場→その他公

衆浴場へ未改定７県の改定を要望）

▽ 広 報 事 業 部 会（ 部 会 長・ 平 井 要 子 ）　SAUNA・

SPA 新聞の発行、広告募集／温熱効果データの実施・

蓄積、効果ポスター制作／「サウナ健康の日」啓発

と献血推進キャンペーンの実施／協会推奨商品の開

発、紹介

▽国際交流部会（部会長・阿戸健次）　諸外国サウナ・

スパ機構・国内関連機関との交流・視察研修／ 2010

年第 15 回国際サウナ･スパ会議の日本開催準備

▽会計（担当・織茂明彦）　健全財政の確立、会計業

務の適正化

▼第 3 号議案　平成 20 年度収支予算案の件
会計担当の織茂明彦氏が予算案を説明し、満場一致
で原案どおりに承認された。
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活動実行委員会

評 議 員 会

科　　目 合計額（円）

収

入

 会費・入会金 27,800,000
 事業収入 27,160,000
 雑収入 1,740,000

合計  56,700,000

支

出

 事業費 32,218,000
 管理費 21,298,000
 特定預金 273,000
 予備費 2,461,000

合計 56,700,000

▼予算案
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国際サウナ会議準備委員会
国際サウナ会議準備委員会（中野善治朗
委員長）を 2 月 22 日、本部事務局におい
て開催しました。初めての会議でしたが、
2010 年に予定されている日本が幹事を務
める第 15 回国際サウナ会議の成功に向け
て、会議のスタイルや会議場（東京圏）の
選定等について意見交換をしました。今後
も国際協会の指示を仰ぎながら会議を重ね
て準備していくこととなりました。



　埼玉県支部（阿戸健次会長）は 2 月 22 日、「割烹 東山」
において新年会を開催しました。
　阿戸会長から、支部メンバーの拡大のお願いと、今年
は国際交流部会長として 6 月に行われるモンゴルでの
東アジアスパ会議を企画する旨の話がありました。続い
て来賓でお越しいただいた中野善治朗本部副会長から、

「6 月 4 日の有馬温泉での全国総会には、ぜひ皆さんこ
ぞってご参加いただきたい」とご挨拶をいただきました。
その後、同氏の乾杯の音頭で新年会は和やかに進みまし
た。

神奈川県支部より
勉強になった関西支部研修会　

　2 月 19・20 日の 2 日で、神奈川県支部（織茂
明彦会長）の藤井英明さん（サウナトーホー）、三
浦顕夫さん（スカイスパ）、阿南智英さん・小野塚
清仁さん（スパリブール）、大津孝志さん（JN ファ
ミリー）、頼住金作（ほの香）の 6 名は、関西支部
の第一線幹部研修会に参加させていただきました。
　当日は集合予定の 30 分前に全員が集合し、大阪で

の研修に皆が意欲をみなぎらせていることが感じ取れ、新
幹線の車中でも自店等の情報交換が盛んに行われました。
　ニュージャパンに着くと、まず関西支部・土肥英雄事務
局長の案内で、ニュージャパンのバックヤード、会員制ク
ラブ、「スパグランデ」「スパプラザ」「スパカバーナ」を
約 1 時間半かけて見学させていただきました。レディース
サウナは残念ながら営業時間帯のため見学できませんでし
た。感心した点は、まず従業員の方たちが皆さん非常に愛
想がよかったことです。また、店内がお客様を意識した動
線で作られていることでした。
　研修会は、参加者店の昨年のイベント企画をもとに活発
な情報交換や質問がなされたので、時間が足りませんでし
た。研修会推進幹事の村山吉和さんの手馴れた司会進行に
より、発言しなかった参加者が 1 人もいなかったことに驚
きました。また、外部参加で遠慮しなければいけない立場
の私たちがたくさん質問したにも関わらず、関西支部の方
たちは温かく受け入れてくださいました。大変ありがとう
ございました。
　研修会終了後は道頓堀のお好み焼き屋で研修会の反省と
今後神奈川県支部でも積極的に研修会をやろうという話
で、時間の経つのを忘れるほど各自熱弁をふるってしまい
ました。
　翌 20 日は、各自で自由に研修したい店舗巡りをしまし
た。
　この場をお借りして関西支部の皆様方に、厚く御礼と感
謝を申し上げます。そして、関西支部の皆様のますますの
ご発展を心よりお祈り申し上げます。　　報告・頼住金作

　関西支部（洪里勝信会長）は 2 月 19 日に、道
頓堀ニュージャパン観光会議室にて幹部研修会を
行いました。今回のテーマは「今年 1 年の企画
催事を模索する」。この研修テーマは毎年初めに
恒例で行っているもので、事前に事務局に提出さ
れた参加者の店で昨年 1 年間実施したすべての
企画を 1 冊にまとめ、参加者全員に配布します。
そのなかで効果の高かった事項を発表し、質疑応
答を行い、自分の店に適応する項目を記録して今
年の企画立案に生かすという研修会です。関西支
部の研修会参加ルールは「資料提出なしでは参加
できない」ため、第一線幹部 28 名は全員事前に
資料を提出したうえでの参加です。
　今回は、神奈川、愛知、岡山、四国の各支部会
員も参加されたので、研修前に道頓堀ニュージャ
パンの全施設を見ていただこうと土肥英雄事務局
長が案内し、ランドリー工場などの裏方も含めて
全営業店舗を見学していただきました。

　研修会は関西支部理事で研修推進担当の村山吉
和氏が司会を務め、研修会の進め方の説明後、い
よいよ昨年の企画の発表を始めました。
　今回、参加店から集まった企画実施件数は 247
項目あり、各項目を◎・○・△・×印で効果を評
価したところ、以下の結果が出ました。
　　◎印（効果があった） 82 項目（33.2％）　
　　○印（まあまあ） 122 項目（49.4％）　
　　△×（いまひとつ） 43 項目（17.4％）　
　◎印（効果あり）の具体的内容の発表をした
ところ、時間が足りなくなるほど活発な質疑応
答となりましたが、後の予定などのために時間通
り 17 時に研修を終了して散会しました。
　他支部の参加者から有意義な研修だったので次
回もまた参加したいと言っていただきましたが、
我々関西支部は今後も勉強会や研修会を通じて交
流を深めていこうと思っています。

関西支部より　　　他支部会員も参加　「今年 1 年の企画催事を模索する」をテーマに「第一線幹部研修会」を開催

　北海道支部（佐藤有宏会長）は 2 月 27 日、
「天然温泉 ていねの湯」において勉強会を開
催しました。札幌はこのところの大雪で一面
銀世界で、講師をお願いした若林幹夫本部事
務局長もびっくりされていました。
　勉強会を前に、まず佐藤会長から「なかな
か本州での会議に参加できないこともあり、
若林さんには温浴事業の全国的な動向と、先般のオーナー会議での講演概要や協会の事業計画などにつ
いてお願いしました」と挨拶をしました。
　順番だと今年の全国総会のホスト支部は北海道支部でしたが、今年は 7 月に G8 の洞爺湖サミットが
あるため先延ばしにしていただいていますが、今回の集まりで来年ホストを受けることで準備すること
も決まりました。

北海道支部より
 「勉強会」を開催

埼玉県支部より   「新年会」開催

他
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部
を
訪
ね
て
…

　2 月 25 日に日本モンゴル外交樹立 36 周年を記念

して、 モンゴル国家大会議議長ルンデージャンツアン氏

一行が来日し、 翌 26 日に駐日モンゴル大使館にお

いて、 モンゴル国に貢献された約 20 名が参加し、 モ

ンゴル国勲章授賞式が開催されました。 当日の朝ジ

グジット大使より電話があり、 私も対象者の 1 人であ

ることを初めて知らされ、 予期しなかった慶事にただた

だ驚き、 大使館に向かいま

した。

　一昨年、 衆参両院のモン

ゴル議員連盟と民間のモン

ゴル支援団体が合同で 「日

本モンゴル友好年実行委

員会」 を設立し、 私が代

表推進委員として数々のイ

ベントに参加協力した実績

～「第 3 回 東アジアスパ会議」のお知らせ ～
第 3 回 東アジアスパ会議の参加日が内定しました。モンゴル協会の案内では、「会場と
なるエルデネト市は、ウランバートル市から約 350km 離れた観光保養都市で、温泉な

どもあるキャンプリゾートです。セレンゲ川の岸に素晴らしい松林がある、自然環境のいい所です」
となっています。詳しい日程等については調整が必要なため、確定後に改めてお知らせします。

■日　時　平成 20 年 6 月 16 ～ 21 日（5 泊 6 日）　　　■料　金　約 20 万円

が受章の一因と思われます。

　3 種類の勲章のうち、 私は 「モン

ゴル建国 800 年記念メダル」 をい

ただきました。 議長より 1 人ずつメダ

ルが授与され、 大統領のサイン入

り感謝状を手に記念撮影。 感無量、 感謝感激であ

りました。 授与式後は大使館によるパーティで、 議員

団一行とさらなる友好親善を図

りました。

　奇しくも本年の東アジアスパ会

議開催地はモンゴルであります。

本受章をいっそうの励みに、 国

際交流部会長として協会の皆様

の印象に残る交流になるよう企

画を練っているところです。 皆様

どうぞふるってご参加ください。

モンゴル国との友好親善への貢献により

「モンゴル建国 800 年記念メダル」を受章
国際交流部部会長　阿戸健次



第 2回　フィンランド人の父祖の地	 中山真喜男　サウナ･スパ管理士講師

  
　フィン族が現在の地に移り住んだのは、フン族

来襲の 400 年位以前のことですから、フィンラ

ンド人にフン族の血が入っているということは考

えられないことですが、「世界の民族地図」には、

こうも書かれています。「ウラル語族の中で、マ

ジャール語の遠戚にあたる言語の中に、フィンラ

ンド語とエストニア語がある。金髪碧眼の北欧人

というイメージが強いフィンランド人やバルト三

国の住民としてラトビア人、リストニア人（いず

れも印・欧語）と一緒にくくられがちなエストニ

アの祖先がいずれもアジア系であったということ

は、あまり知られていないかもしれない。」

　フン族には関係ないにしても、フィンランド人

とエストニア人はいずれもアジア系であるという

わけです。

　フィンランド語とエストニア語は、マジャー

ル語とともにウラル語の中でフィン・ウラル語

派を形成しますが、この一派は前 4000 年から前

3500 年頃、ヴォルガ川流域に住んでいた民族を

祖先とするそうです。フィン・ウラル語派は長い

年月をかけて、ロシアからスカンジナビア半島に

かけての広大な地域に広がっていったようです。

その中で、バルト海沿岸に移住したのがエストニ

ア人、北上したのがフィンランド人につながると

いわれます。エストニア人とフィンランド人の祖

先が北上したのは西暦紀元のはじめ頃のことで、

その言語と千年近く後に分岐したマジャール語と

は同系列といっても、単語を比較する限りでは

まったく異なっているようです。

　フィン・ウラル系民族の父祖の地であるヴォル

ガ川中流域には、いまもなお祖先を同じくする少

数民族が存在しますが、そのひとつマリ人はロシ

ア連邦の中でマリ・エルと称する共和国を成立さ

せています。

　ラップランドに住む先住民族のサーミ人につい

ては、紀元前 1万年から 4000 年頃にコムサと呼

ばれた人たちの子孫といわれています。遺伝子構

成はヨーロッパ人とは異

なっていることがわかっ

ているようですが、その起

源についてはまだ特定さ

れていないようです。サー

ミ人の現在の人口は 7 万

～ 8 万人で、そのうち約

7000 人がフィンランドに

暮らすといわれています。

トナカイ放牧を中心とし

た生活を守り続けてきま

したが、20 世紀に入って

からはその生活様式も急

変したようです。

　ついでに記せば、ロシア

の起源は後 862 年ノヴゴロド王国創建の時とさ

れています。通説によれば、スラブ人の故地は南

はカルパチア山脈、西はオーデル川、北はプリピ

アチ川、東はドニエプル川に囲まれた地域とされ

ています。現在のウクライナ西部とポーランド東

部にあたります。文献上に現れるのも 6世紀で、

現在のヨーロッパを構成するラテン、ゲルマン、

スラブの三大民族うちでは、もっとも遅いようで

す。としますと、以前に書きました紀元初期の聖

アンデレのサウナの記録は、ロシアのものではな

くフィンランド人のものという気がいたします。

東京都支部　第 44 回 勉強会･体験入浴会
▼日　　　時　4 月 16 日 ( 水 )
　　　　　　　勉強会 15:00 ～ 17:00 ／懇親会 17:30 ～ 19:30
▼勉強会会場　上野ターミナルホテル
　　　　　　　　　台東区東上野 2-21-11　☎ 03-3831-1110
▼体験入浴先　ラドン＆サウナ東泉　　　サウナセンター大泉
　　　　　　　ニュー大泉（稲荷町店）　  サウナプレジデント
　　　　　　　　　※研修用チケットをご利用ください
▼研 修 課 題　① 知りたい情報データー編（過去 3 ヵ月前年同月比）
　　　　　　　② 売上構成比率、経費構成比率について
　　　　　　　③ レストランの人時売上について 
　　　　　　　④ その他　　　　　　　　
▼お問い合わせ・参加申し込み　東京都支部事務局　☎ 03-5275-6636
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関西支部より
3 月 7 日サウナの日に割引優待券 2 万枚を配布

　関西支部加盟店は、3 月 7 日の
「サウナの日」に恒例となってい
る小冊子「サウナ読本」と 4 月
15 日まで加盟店にて利用可能な
割引優待券（写真）を約 2 万名
のお客様に手渡しました。回収状
況については、4 月 22 日に開催される定例会にて報告される予定です。
　その定例会では、上期業績情報交換と質疑応答、諸物価値上がりの実態
と対策などの協議が議案とされています。定例会後は会員・賛助会員合同
の「春の親睦懇親会」で、原油高騰に苦慮する者同士として互いの意思疎
通を高め、情報交換を図りたいと考えています。



引き受け損保会社は東京海上日動 

　㈱日本橋保険センターは、設立以来特定の保険
会社に偏ることなく、独立代理店として保険コン
サルティング業務を遂行しており、現在 24 社の
保険会社と代理契約を結んでいる。とりわけ外郭
団体・業界団体向け保険を得意としており、これ
までも多岐にわたる保険種目をラインアップして
きた。その実績から当協会ニーズに適した保険設
計が可能となった。損保会社と交渉しながら「リ
フレクソロジー賠償保険」を企画設計した営業推
進課長の南谷誠氏に話をうかがった。
　「弊社は団体による特別な事情の保険設計には
慣れているつもりだったのですが、今回の保険設
計は一筋縄ではいかない難しさがありました。リ
フレクソロジーは範疇が広く、現在も成長してい
る分野ですので、事故の想定や事故率の算定が難
しいのです。損保会社十数社と検討しましたが、

本保険のお問い合わせは㈱日本橋保険センター
TEL 03-3639-8844　担当：南

な ん や

谷 誠

「リフレクソロジー賠償責任保険」概要

　リフレクソロジー業務に対して、所有、使
用もしくは管理する施設の安全管理不備や施
設の構造上などに起因する損害、またはリフ
レクソロジー業務の遂行に起因して保険期間
中、他人の身体・生命を害したり、財物に損
壊を与え、法律上の損害賠償が生じた場合に
保険金の支払いが行われる。
　この保険の対象となるリフレクソロジー業務

とは、名称を問わず国家資格を必要としない民

間療法に限る。「医療類似行為」「医学的観点か

ら人体に危害を及ぼすおそれ」のあるものは対

象とならず、はり、きゅう、あん摩、マッサー

ジ、指圧、柔道整復は「医療類似行為」にあた

るため保険対象外。

エステ、アカスリなど民間療法の事故対応へ
「リフレクソロジー賠償保険」

当協会会員向けに㈱日本橋保険センターが企画･発売 
今年１月に賛助会員に入会した㈱日本橋保険センターが、このたび協会会員に向けて「リフレクソロジー
賠償責任保険」を発売した。これまで国家資格を必要とするマッサージ以外の施術行為に伴う事故に対応
する保険が少なく、協会が相談したことを受けたもので、この保険により各施設内の整体、リラクゼーショ
ン、エステ、アカスリ、タイ式マッサージ、リフレクソロジー、足裏マッサージなど、民間療法の施術を
元とした事故への対応を円滑に進めることができるようになった。

保険金支払い対象となる事故例
● 対人賠償事故 ●

・ 施設の床が濡れていてお客様が滑って転倒した。
・ 待合室のストーブが爆発してお客様が死傷した。
・ リフレクソロジー業務で使用したオイルが原因で

施術中にお客様の肌に湿疹が生じた。
・ 施設内で行った施術により、施術中にお客様の身

体に障害が発生した。

● 対物賠償事故 ●
・ 施設中の不注意によりお客様の身につけていたア

クセサリー等が破損した。
・ 施設の床が濡れていてお客様が滑って転倒し、所

持品が破損した。

* これらの事故が保険金支払いの対象となるのは、リ
フレクソロジー業務に関する施設と施術に起因する
場合です。浴場部分、飲食店部分等での事故は対象
となりませんのでご注意ください。その他の部分の
賠償責任を担保したい場合は別の保険商品での引き
受けとなりますので、お問い合わせください。

* 対人賠償事故に関して、事故との因果関係が医師に
より証明できない場合など、保険金のお支払いがで
きないことがあります。

※詳細は資料をご覧になるか、直接お問い合わせくだ
さい。

結果的には、東京海上日動が引き受け会社となり
良い保険が設計できたと思っております。
　特徴としては、施設全体の賠償保険はそのまま
で、個別に本商品にご加入いただけるという点で
す。リフレクソロジー部門の年間売上額に応じた
掛け金ですから、保険料の算定も簡単です。
　例えば前年度、アカスリが 4,000 万円、エス
テが 3,000 万円を売り上げた施設の場合、年間
保険料はこれらの合計 7,000 万円に対する金額
で、150,620 円（表参照）。この場合、保険料を
利用者数で割っていただくと、1 人当たりの保険
料となるわけです。この金額でリフレクソロジー
のリスクマネージメントが可能になるのですか
ら、会員の皆様のお役に立つ商品に仕上がったと
確信し、発売した次第でございます。
　また、施設全体を包括した保険への取り組みも
行っておりますので、何なりとご質問くださいま
すようお願い申し上げます」

保険料（例）

リフレクソロジーの売上高 年間保険料

4,000 万円以下 100,000 円

5,000 万円 107,590 円

6,000 万円 129,100 円

7,000 万円 150,620 円

8,000 万円 172,140 円

9,000 万円 193,660 円

1 億円 215,170 円

1 億 5,000 万円 322,760 円

2 億円 430,340 円

＜不精算特約付帯＞　保険契約締結時に把握可能な最近の会計年

度等の確定した売上高に基づいて保険料を算出します。保険期間

中の売上高による精算は原則として行いません。なお、ご申告の

売上高が把握可能な最近の会計年度等の売上高に不足する割合

は、保険金を削減することになりますのでご注意ください。

填補限度額
（保険会社がお支払いする

保険金の支払い限度額）

対人賠償
1 名　3,000 万円

1 事故　1 億円

対物賠償
1 事故　500 万円

（注）免責金額（事故負担額）は

対人・対物ともに 10,000 円

です。損害賠償額より免責

金額を差し引いた額を保険

金としてお支払いします。


